
芝生広場

駐車場

多目的広場

水防活動スペース

駐車場

ヘリポート

Ｎ

①水防拠点
の整備

①水防拠点
の整備

⑥水質浄化施設
の整備

１．百間川全体での主な計画・取り組み

旭川
浄化用水
の導入

一の荒手

⑦浄化用水の導入（実施済み）⑦浄化用水の導入（実施済み）

植生

礫により、汚れを吸着・沈殿させるとと
もに、微生物の働きにより汚れを分解。

礫

浅い池に植えた水生植物に
より、汚れを吸着・沈殿さ
せるとともに、微生物の働
きにより汚れを分解。

礫＋植生浄化方式（発樋門、新田樋門、五反田樋門）のイメージ

⑥水質浄化施設の整備（実施中）⑥水質浄化施設の整備（実施中）

水質浄化施設整備箇所の位置図（5箇所）

下水道認可区域

H15.3月末現在供用済みの区域

７年以内に工事着手を予定している区域

浄化対象樋門

下水道整備状況図 （凡例）

下水道認可区域

H15.3月末現在供用済みの区域

７年以内に工事着手を予定している区域

浄化対象樋門

下水道整備状況図 （凡例）

⑧漕艇会場の整備（実施中）⑧漕艇会場の整備（実施中）①水防拠点の整備（計画）①水防拠点の整備（計画）

完成イメージ（洪水時の利用状況）

②河口水門の増築（計画）②河口水門の増築（計画）

④底泥の浚渫（実施中）④底泥の浚渫（実施中）

⑧漕艇会場の整備⑧漕艇会場の整備

⑦浄化用水の導入⑦浄化用水の導入

②河口水門の増築②河口水門の増築

平成13年度より百間川下流域において、国体に伴う底泥浚渫を実施しています。（平成15年度完了予定）今後は
環境対策として、河口水門周辺部及び砂川合流部等、可能な範囲で予算要求し、底泥浚渫を実施していく予定です。

岡山市と周辺地域との協働で、百間川下流右岸側へ桜が植えられています。

⑨桜の植樹（実施中）⑨桜の植樹（実施中）

検討（河口水門周辺部）検討（河口水門周辺部）

検討（砂川合流部）検討（砂川合流部）
実施中（漕艇会場部）実施中（漕艇会場部）

⑨桜の植樹⑨桜の植樹

⑤河川内の浮き草、ゴミ及び流木対策（実施中）⑤河川内の浮き草、ゴミ及び流木対策（実施中）

浮き草（ホテイアオイ）除去作業の様子（百間川河口部）

③照明施設の改善（実施済み）③照明施設の改善（実施済み）

通行車輌への支障軽減や、魚類等の遡上等、周辺環境に配慮し、照明施設（海側ライトの撤去、
高感度の監視カメラに更新、堰柱ライトの減燈）を改善します。

③照明施設
の改善

③照明施設
の改善 ⑤河川内の浮き草、

ゴミ及び流木対策（百間川全域）

④底泥の浚渫④底泥の浚渫

旭川 ▲操山

百間川

砂川

改善前の状況（堰柱照明） 改善後の状況（堰柱照明）

現水門西側は、水門増築工事の残土処理地として
埋め立て、水防拠点としての活用を計画しています。

完成イメージ（平常時の利用状況）

百間川

百間川

計画地の現況

新水門完成イメージ

現水門東側に水門の増設を計画しています。

平面図

百間川では毎年、浮き草除去作業を実施しています。また、必要に応じて中州内のゴミや流木の撤去を
実施しています。

生活雑排水による汚濁の多い樋門を対象として、水質浄化
施設（５箇所）を整備中です。（平成14年度末現在、２箇所
（藤原・鑓田樋門、荒木樋門）完成）

水質改善対策として、平成７年度より旭川から毎秒１m3の浄化用水を百間川へ導水し
ています。

浚渫作業の状況 浚渫土の状況 漂着ゴミの除去作業の様子

浄化用水導入部の平面図 浄化用水の状況
桜の状況 漕艇会場の現況 ボートコースのイメージ

河口水門

清内橋



旭川河川内の植生（分流部上流付近）

旭川植生管理方針
検討会の様子

２．河口水門周辺での課題に対する方針（案）

魚類の遡上・降下及び底泥の巻き上げ減少に配慮魚類の遡上・降下及び底泥の巻き上げ減少に配慮

現水門 現水門新水門 新水門

現水門のみ現水門のみ 現水門と新水門現水門と新水門

操作時間は長く、流速は速い 操作時間は短く、流速は遅い

平常時の水門操作において、魚類等の遡上、降下及び底泥の巻

き上げに配慮した新旧水門の操作運用について検討を行います。

水門操作運用の検討水門操作運用の検討

水門操作回数の見直し（水循環の改善）水門操作回数の見直し（水循環の改善）

試行的に水門操作回数の見直しを行う方向で関係者と調整を図ります。

百間川内への塩水侵入の社会実験百間川内への塩水侵入の社会実験

水門操作運用の見直しにより、農業取水に影響がない範囲内で、塩水を百間川内へ侵入させ、水門周辺で
の水質・底質改善を目的として社会実験を実施する方向で関係者との調整を図ります。

現状の操作方法現状の操作方法
社会実験での操作方法社会実験での操作方法

百間川

塩水くさび

淡水

海水

児島湾

水門

海水が水門内に侵入しない
水位差にて水門を閉める

海水が水門内に侵入しない
水位差にて水門を閉める

百間川 児島湾

水位差をなくして、
海水を侵入させる

水位差をなくして、
海水を侵入させる

水門

淡水

海水

水質・底質改善の
効果の検証
水質・底質改善の
効果の検証

●水門操作時には、百間川の内水を排水すると同時に、
海水が入り込もうとする現象が生じます。その際、
海水と淡水の比重差により、海水は下から潜り込む
こととなります。（この現象は「塩水くさび」と呼
ばれます。）

●現状は、海水が水門内に侵入しない水位差にて水門
を閉める操作を行っています。

●百間川と児島湾の水位差が同じになる程度まで水門
を閉めないことにより、水門内へ海水を侵入させま
す。

●実験時には、水門周辺の水質・底質観測を行い、効
果の検証を行います。

高島干潟の保全高島干潟の保全

出水時での高島干潟の洗堀防止対策として、新旧水門の排水部分に
減勢工を検討します。（水理模型実験の実施）

減勢工設置のイメージ

河川内の植生管理の検討河川内の植生管理の検討

水循環の改善
（水の停滞抑制）

水門操作回数
の見直し（増加）

新水門

水質改善水質改善

現水門

水循環の改善
（水の停滞抑制）

水門操作回数
の見直し（増加）

新水門

水質改善水質改善

現水門

一回の操作による放水

水門操作

操作回数が少ないと、
流入水が長期停滞

操作回数が増えると、
水循環が良くなる
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旭川

百間川

砂川

清
内
橋

百
間
川
橋

児島湾

高島干潟

平成14年度から「旭川植生管理方針検討会」を設置し、検討を行っ
ており、方針策定後、段階的に伐採していく予定です。

高島干潟の現況

現水門

新水門

百間川 児島湾

減勢工の検討

流れを弱める

ライジング
セクターゲート

排水による干潟
への流速を低減



旭川

砂川

清
内
橋

百
間
川
橋

新水門

河川敷等水辺の環境整備
（検討対象区域）

百間川

砂
川

児島湾

水防拠点の整備水防拠点の整備

漕艇会場の周辺整備

兼用道路の整備
主な検討事項主な検討事項

●河川敷等水辺の環境整備

●水防拠点の整備

●漕艇会場の周辺整備

●兼用道路の整備

水防拠点整備予定地

漕艇会場漕艇会場

堤内地の状況堤内地の状況

兼用道路の状況兼用道路の状況

兼用道路の状況兼用道路の状況

新水門完成イメージ

芝生広場

駐車場

多目的広場

芝生広場

駐車場

多目的広場

水防活動スペース

駐車場

ヘリポート

水防活動スペース

駐車場

ヘリポート

●平面計画図（平常時）

●洪水時の利用イメージ

水防拠点の整備イメージ水防拠点の整備イメージ
漕艇会場の整備イメージ及び現況（整備済み箇所）漕艇会場の整備イメージ及び現況（整備済み箇所） 検討対象区域

河川敷の状況河川敷の状況

平成17年度の国体では、百間川下流域を漕艇会場として利用します。
なお、周辺の高水敷は、岡山県及び岡山市で管理します。

高水敷、堤防法面に芝
を張ります。

堤防の傾斜を緩やかにし、
競技観覧をし易くします。

ボート競技場の確保の
ため、水深２ｍまで川
底を掘ります。

掘削土は堤防盛土に使用します。

レーン数レーン数 ６レーン６レーン コース延長コース延長 １０００ｍ１０００ｍ

現
在
の
堤
防

百
間
川

高水敷、堤防法面に芝
を張ります。

堤防の傾斜を緩やかにし、
競技観覧をし易くします。

ボート競技場の確保の
ため、水深２ｍまで川
底を掘ります。

掘削土は堤防盛土に使用します。

レーン数レーン数 ６レーン６レーン コース延長コース延長 １０００ｍ１０００ｍ

現
在
の
堤
防

百
間
川

水際部の整備状況

高水敷の整備状況

河川特有の自然環境や清涼な流れが織りなす美しい河川景観を保全し、

原則として治水・利水目的以外の人工的改変を行わず、あるがままの自
然を楽しむ場として利用することが望ましい空間。

現水門

ボートコース（Ｌ＝1,000ｍ）

河川特有の良好な自然環境や河川景観を活用し、自然観察、散策等の自
然を活用したレクリエーション活動ができる場として利用することが望
ましい空間。

広々とした高水敷や河岸を活用し、自由に遊んだり様々なイベントやス
ポーツ活動を通じて、人々がふれあい活力を養う場として利用すること
が望ましい空間。

●平常時の利用イメージ

↑
百間川

百
間
川

河口水門周辺（道路）詳細平面河口水門周辺（道路）詳細平面

旭川水系河川環境管理基本計画（平成元年３月）における検討対象区域の位置づけ旭川水系河川環境管理基本計画（平成元年３月）における検討対象区域の位置づけ

自然ゾーン（水域空間）

自然利用ゾーン（陸域空間）

整備ゾーン（陸域空間）

計画対象
区域

旭川水系河川環境管理基本計画において、検討対象区域は、次の３
つのゾーンに位置づけられています。

新水門

現水門

２車線（計画）

１
車
線

１
車
線

２
車
線
（
計
画
）

管理道

芝生広場 多目的
広場 駐車場

３．河口水門周辺有効活用方策検討に関する情報 （余白の部分にご意見を記入下さい。）

県
道
江
崎
金
岡
線

県
道
江
崎
金
岡
線

市
道
升
田
邑
久
郷
線

市
道
升
田
邑
久
郷
線

⑤
都
市
計
画
道
路
岡
南
線

⑤
都
市
計
画
道
路
岡
南
線

①市道沖元１号線

W=7 m（2車線）に拡幅。

（H15年度末に完成予定。）

②市道小橋町沖元線

W=11 m（2車線、片側歩道）に拡幅。

③市道政津沖元線

W=7 m（2車線）に拡幅済み。
（県道江崎金岡線～市道升田邑久郷線間）

⑤都市計画道路岡南線

（当面、旭川より西側へ向けて整備を計画して

おり、百間川を渡る区間の着手時期は未定。）

（整備時期及び道路形状は、水防拠点計画と
調整を図り、整備していく予定。）

（県が高潮対策事業と合せて、H12年度より整
備中であり、H22年度頃に完成予定。）

道路計画（岡山市）道路計画（岡山市）

市道升田邑久郷線より南については、整備の予

定なし。

河川敷の状況河川敷の状況背後道路の状況背後道路の状況

③市道政津沖元線
③市道政津沖元線

②
市
道
小
橋
町
沖
元
線

②
市
道
小
橋
町
沖
元
線

①市道
沖元１

号線

①市道
沖元１

号線

河川敷の状況河川敷の状況

ＮＮ

市道小橋町沖元線の状況市道小橋町沖元線の状況

背後道路の状況背後道路の状況 河川敷の状況河川敷の状況河川敷の状況河川敷の状況

河川敷の状況河川敷の状況

河川敷への
進入路（車両）

河川敷の状況河川敷の状況

W=7 m（2車線）に拡幅。

（河口水門増築事業完了後に、市が関係機関と
協議の上、整備していく予定。ただし、現水
門部は、改築時に整備していく予定。）

④市道沖元39号線
W=7 m（2車線）に拡幅。

④
市
道
沖
元39号
線

④
市
道
沖
元39号
線

兼用道路の状況兼用道路の状況

河川敷の状況河川敷の状況

W=50 mで整備。

W=7 m（2車線）に拡幅。

（河口水門増築事業完了後に、市が関係機関と
協議の上、整備していく予定。）


